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	越前町
	がん等の治療を受けられた方、治療中の方へ

	がん患者 アピアランスサポート
	がん治療に伴う外見の変化による不安や悩みを軽減し、自分らしい生活を送っていただくため、ウィッグや補正下着など補整具の購入費用の一部を助成します。
	助成を受けることがでできる方
	助成の対象となるのは、次の項目すべてに該当する方です
	①越前町に住民票がある方（申請日時点）
	②がん治療を受けている、または受けた方
	③町税等に滞納がない方
	④申請日から遡って1年以内に対象補装具を購入された方

	助成の金額
	上限
	万円

	（補助率½）
	助成の対象
	購入日から１年以内の補整具
	越前町役場　健康保険課
	電話番号　0778-34-8710


	助成の対象となるもの
	・帽子、スカーフ、バンダナ
	・エクステ
	《乳房》
	・補正下着、人工乳房
	・シリコンパット
	・バスタイムカバー
	《爪、皮膚、浮腫》
	・つけまつ毛
	・ネイル、マニキュア
	・手袋、化粧品
	《その他》
	・対象補整具等を作成する場合の材料
	・リンパ浮腫を和らげる目的のクッション等（医療用）
	《毛髪》
	・ウィッグ（かつら）
	・シャンプー、増毛（植毛）
	・保湿剤、弾性ストッキング
	・人工肛門用パウチカバー
	○以下のがん診療連携拠点の「がん相談センター」で、外見の変化に伴うケアの工夫や日常生活についての相談、情報提供を行っております。 （ご相談日時：月～金（祝日を除く）8：30～17：00）
	地域のがんサロン
	問合せ先


	越前町役場　健康保険課
	電話番号　0778-34-8710


